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救
命
講
習
開
催

　
　

　
西
春
日
井
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
で
は
、

「
も
し
も
」
の
時
に
役
立
つ
応
急
手
当
の
方

法
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

A
E
D
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
取
り
扱

い
を
含
む
救
命
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
11
月
1
日
（
火
）
か
ら
電
話
受
け
付
け
を
開

始
し
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

（
会
場
の
都
合
に
よ
り
、
定
員
は
24
名
）

▼
内
容　
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
（
3
時
間
講
習
）

成
人
が
心
肺
停
止
に
な
っ
た
場
合
を
想
定
し

た
心
肺
蘇
生
法

▼
対
象　
原
則
と
し
て
豊
山
町
、
北
名
古
屋

市
、
清
須
市
に
在
住
、
在
勤
又
は
在
学
の
方

▼
と
き　
11
月
20
日
（
日
）
午
前
8
時
30
分
～

正
午

▼
と
こ
ろ　
西
春
日
井
広
域
事
務
組
合
東
消
防
署

▼
参
加
費　
無
料　
※
受
講
さ
れ
た
方
に
は
、

当
日
修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　
西
春
日
井
広
域
事
務
組

合
消
防
本
部
消
防
課

　

22
・
4
9
5
4
（
平
日
午
前
9
時
～
午
後

5
時
）

お知らせ

消
防
本
部
で
の

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

　
　

　
西
春
日
井
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
で
は
、

消
防
署
で
の
仕
事
体
験
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と
き　
令
和
5
年
2
月
4
日
（
土
）
午
前
8

時
30
分
～
午
後
5
時

▼
対
象
者　
大
学
、
専
門
学
校
、
高
等
学
校
に

在
籍
す
る
学
生
で
消
防
の
仕
事
に
興
味
が
あ

り
当
組
合
の
消
防
業
務
を
体
験
し
た
い
男
女

▼
募
集
人
員　
20
名
程
度
（
先
着
）　
応
募
者
多

数
の
場
合
は
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
実
施
内
容　
業
務
説
明
、
施
設
見
学
、
各
種

業
務
体
験
、
質
疑
応
答
等

▼
申
込
方
法　
西
春
日
井
広
域
事
務
組
合
消
防

本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
実
施
要
綱
を
確
認
後
、
「
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
申
込
書
」
「
誓
約
書
」
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
先
に

つ
い
て
は
、
下
記
申
込
先
へ
直
接
提
出
す
る

か
、
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
間　
11
月
1
日
（
火
）
～
令
和
5
年

1
月
20
日
（
金
）

▼
申
込
先
・
問
合
せ　
西
春
日
井
広
域
事
務
組

合
消
防
本
部
消
防
課

　

22
・
4
9
5
4

　
〒
4
8
1
・
0
0
1
4

　
北
名
古
屋
市
井
瀬
木
狭
場
15
番
地

▼
そ
の
他　
実
習
中
の
事
故
に
備
え
傷
害
保
険
及

び
賠
償
責
任
保
険
に
各
自
で
加
入
し
て
く
だ
さ

い
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
当
日
は
、
ジ
ャ
ー
ジ

な
ど
の
動
き
や
す
い
服
装
で
着
替
え
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
昼
食
及
び
飲
み
物
は
、

各
自
で
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

お知らせ

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

取
付
け
支
援

　
　

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
化
さ

れ
、
11
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
設
置
し
て
い
な
い
住
宅
は
速
や
か
に
設

置
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
ご
用
意
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

消
防
職
員
が
無
料
で
取
付
け
を
行
い
ま
す
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
対
象
世
帯

　
①
65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯

　
②
そ
の
他
取
付
け
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
消

　
　
防
長
が
認
め
る
世
帯

▼
問
合
せ　
西
春
日
井
広
域
事
務
組
合
消
防
本

部
予
防
課

　

22
・
4
9
2
4
（
平
日
午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時
）

お知らせ

裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
通
知　
　

　
令
和
5
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ

れ
た
方
に
は
、
11
月
中
旬
頃
に
最
高
裁
判
所
か

ら
名
簿
記
載
通
知
が
送
ら
れ
ま
す
。
対
象
は
、

令
和
4
年
9
月
1
日
時
点
で
18
歳
以
上
の
一
部

の
方
で
す
。
こ
の
通
知
は
、
来
年
2
月
頃
か
ら

令
和
6
年
2
月
頃
ま
で
の
間
に
裁
判
員
に
選
ば

れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
す

る
も
の
で
す
。
裁
判
員
制
度
は
、
皆
様
の
ご
協

力
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
制
度
で
す
。
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
裁
判
員
係

　

0
5
2
・
2
0
3
・
8
9
1
6

お知らせ

第
50
回
人
権
を
理
解
す
る

作
品
コ
ン
ク
ー
ル

　
　

　
人
権
を
題
材
と
し
た
ポ
ス
タ
ー
・
書
道
・
標

語
の
作
品
を
募
集
し
ま
す
。
小
・
中
学
生
の
皆

さ
ん
か
ら
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
規
定 

「
い
じ
め
」
、
「
児
童
虐
待
」
、

「
障
が
い
の
あ
る
人
」
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
お
け
る
人
権
侵
害
」
な
ど
を
テ
ー
マ
と

し
た
作
品
を
募
集
し
ま
す
。
作
品
に
「
応
募

票
」
を
貼
付
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
名
古
屋
法
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
間　
12
月
9
日
（
金
）
ま
で

▼
応
募
・
問
合
せ　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

　
〒
4
6
0
・
8
5
1
3　
名
古
屋
市
中
区
三

の
丸
2
‐
2
‐
1

　

0
5
2
・
9
5
2
・
8
1
1
1

　
（
内
線
1
4
6
5
）

お知らせ

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間
　
　

　

D
V
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と

い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権
問
題
に
つ
い
て
、

強
化
週
間
を
設
け
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。
強
化

期
間
中
は
、
受
付
時
間
の
延
長
と
土
日
の
電
話

対
応
を
行
い
ま
す
。
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
実
施
期
間　
11
月
18
日
（
金
）
～
24
日
（
木
）

▼
受
付
時
間　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

　

※
19
日
（
土
）
・
20
日
（
日
）
・
23
日

（
水
・
祝
）
は
午
前
10
時
～
午
後
5
時

▼
相
談
専
用
電
話

（
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）

　

0
5
7
0
・
0
7
0
・
8
1
0

▼
問
合
せ　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

　

0
5
2
・
9
5
2
・
8
1
1
1

　
（
内
線
1
8
3
1
）


